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土
地
・
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧
が
４
月
１
日
（
月
）
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
市
内

の
土
地
・
家
屋
に
係
る
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
を
納
税
す
る
方

が
、
所
有
す
る
固
定
資
産
の
評
価

が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か
判
断
す

る
た
め
、
市
内
の
他
の
土
地
・
家

屋
と
の
価
格
を
比
較
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。

　
【
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
記

載
事
項
】
①
所
在
地
番
②
地
目
③

地
積
④
価
格

　
【
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
記

載
事
項
】
①
所
在
地
番
②
家
屋
番

号
③
種
類
④
構
造
⑤
建
築
年
⑥
床

面
積
⑦
価
格

　
【
縦
覧
期
間
】４
月
１
日（
月
）～

５
月　

日
（
金
）
午
前
８
時
半
～

３１

午
後
５
時
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）

　
【
縦
覧
場
所
】
課
税
課
（
市
役
所

２
階
）

　
【
縦
覧
対
象
者
】①
固
定
資
産
税

の
納
税
者
（　

年
１
月
１
日
現
在
、

２５

市
内
に
固
定
資
産
を
所
有
し
課
税

さ
れ
る
方
）
②
納
税
管
理
人
③
代

理
人
（
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま

す
）

　
【
申
請
方
法
】同
課
窓
口
で
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
次

の
い
ず
れ
か
を
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。
①
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確

認
が
で
き
る
も
の
②　

年
度
の
納

２５

税
通
知
書
（
５
月
上
旬
発
送
）

　
　

年
度
の
市
税
な
ど（
市
民
税
・

２４
都
民
税
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
軽
自

動
車
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
）
の
納
期
限
が

過
ぎ
ま
し
た
。

　

納
期
限
ま
で
に

市
税
な
ど
を
完
納

し
て
い
な
い
と
、

延
滞
金
が
加
算
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
、
財
産
が
差
し

押
さ
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

納
付
に
お
困
り
の
と
き
は

　

病
気
･
事
故
･
災
害
な
ど
、
や

む
を
得
な
い
事
情
で
一
括
納
付
が

困
難
な
場
合
に
は
、
で
き
る
だ
け

早
め
に
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

納

付

は

便

利

な 

口

座

振

替

で

　

納
付
に
は
口
座
振
替
が
便
利
で

す
。
ま
だ
、
口
座
振
替
を
利
用
し

て
い
な
い
方
は
、　

年
度
の
納
税

２５

通
知
書
等
に
口
座
振
替
依
頼
書
・

申
込
書
を
同
封
し
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

市
内
の
金
融
機
関
で
も
口
座
振
替

の
依
頼
書
を
配
布
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
納
税
課
緯
４
７
０
・

７
７
２
９
へ
。

　

住
民
異
動
が
集
中
す
る
３
月
下

旬
～
４
月
上
旬
の
窓
口
混
雑
を
緩

和
し
、
市
民
の
便
宜
を
図
る
目
的

で
、
４
月
７
日
（
日
）
に
市
民
課
・

保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
）、
日

曜
臨
時
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

　

受
付
時
間
は
、
午
前
９
時
～
午

後
４
時
で
す
。
な
お
、
本
庁
舎
の

み
開
設
し
ま
す
。
上
の
原
、
ひ
ば

り
が
丘
、
滝
山
の
各
連
絡
所
は
開

設
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
の
二
課

で
取
り
扱
う
事
務
は
、
右
下
表
の

通
り
で
す
。

　

詳
し
く
は
市
民
課
☎
４
７
０
・

７
７
２
２
、
保
険
年
金
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
２
へ
。

　

４
月
１
日
（
月
）
か
ら
下
水
道

使
用
料
が
変
わ
り
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
号
の
広

報
紙
に
折
り
込
み
の
チ
ラ
シ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
、

お
願
い
致
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
施
設
管
理
課
下
水
道

計
画
係
☎
４
７
０
・
７
７
５
８
へ
。

　

市
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
課
題

と
し
て
設
定
し
た
施
策
の
成
果
を

把
握
す
る
た
め
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
声
を
お
聞
き
し
て
施
策
の
成
果

を
よ
り
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、「
東

久
留
米
市
施
策
成
果
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
」
を
４
月　

日
（
日
）
ま
で

２１

実
施
し
ま
す
。

　

調
査
は
市
に
住
民
登
録
し
て
い

る　

歳
以
上
の
方
の
中
か
ら
無
作

２０
為
に
２
０
０
０
人
を
抽
出
し
、
郵

送
で
調
査
票
を
送
付
し
ま
す
。

　

調
査
結
果
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
公
表
し
ま
す
。
調
査
票
が

届
い
た
方
は
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
行
政
管
理
課
緯
４
７

０
・
７
７
７
７
（
代
）
へ
。

　

市
内
に
住
所
が
あ
っ
て
会
社
の

健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
な

い
方
は
、
国
民
健
康
保
険
に
必
ず

加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

会
社
を
退
職
し
会
社
の
健
康
保

険
を
脱
退
し
た
と
き
、
ま
た
は
会

社
に
就
職
し
て
会
社
の
健
康
保
険

に
加
入
し
た
と
き
に
は
、
国
民
健

康
保
険
の
加
入
・
喪
失
手
続
き
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
忘
れ
ず
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
国
保
加
入
・
喪
失
・
変
更
に

必
要
な
書
類
な
ど
は
、
下
表
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

会
社
の
健
康
保
険
に 

入

れ

ま

せ

ん

か

　

会
社
、
工
場
な
ど
の
法
人
に
勤

務
し
て
い
る
方
や
従
業
員
が
５
人

以
上
の
個
人
事
業
所
に
勤
務
し
て

い
る
方
と
、
そ
の
家
族
の
方
は
、

会
社
の
健
康
保
険
や
厚
生
年
金
な

ど
へ
の
加
入
が
法
律
で
義
務
付
け

ら
れ
て
い
て
、
病
気
や
け
が
を
し

た
と
き
に
必
要
な
保
険
給
付
が
行

わ
れ
、
生
活
を
安
定
さ
せ
る
仕
組

み
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
方
は
国
民
健
康
保
険
に
加
入

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
も
、

勤
務
日
数
、
時
間
が
一
般
の
従
業

員
の
４
分
の
３
以
上
あ
る
場
合
は
、

会
社
の
健
康
保
険
や
厚
生
年
金
に

加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

会
社
の
健
康
保
険
へ
の
加
入
は
、

職
場
の
担
当
者
や
全
国
健
康
保
険

協
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。　

　

※
「
法
人
」
と
は
公
・
私
法
人
、

営
利
法
人
や
公
益
法
人
、
社
団
法

人
、
財
団
法
人
を
問
い
ま
せ
ん
。

一
般
的
に
は
、
商
法
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
会
社
で
、
社
会
福
祉
法
人
、

医
療
法
人
、
学
校
法
人
な
ど
の
特

殊
法
人
や
公
法
人
で
あ
る
都
道
府

県
、
市
区
町
村
の
地
方
公
共
団
体

も
含
ま
れ
ま
す
。

◎
各
種
問
い
合
わ
せ
先

　

▼
健
康
保
険
に
関
す
る
こ
と
＝

全
国
健
康
保
険
協
会
緯　

・
６
８

０３

５
３
・
６
１
１
１

　

▼
厚
生
年
金
に
関
す
る
こ
と
＝

武
蔵
野
年
金
事
務
所
緯
０
４
２

２
・　

・
１
４
１
１

５６

　

▼
労
働
基
準
・
労
災
に
関
す
る

こ
と
＝
三
鷹
労
働
基
準
監
督
署
緯

０
４
２
２
・　

・
１
１
６
１

４８

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
緯
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。

日曜臨時窓口での取り扱い事務一覧
取り扱わない事務取り扱う事務担当課

脅住民基本台帳
カードの即日
交付
脅転入転出手続
の特例、住民票
の広域交付
脅電子証明書の
発行および更
新の申請
脅臨時運行許可
（仮ナンバー
の貸与）
脅戸籍異動が伴
う住民異動届
けなど、他市町
村への照会を
必要とするも
の

脅住民異動届けの受け付け＝
転入・転居・転出・世帯変更
など
脅印鑑登録および市民カード
発行の申請受け付け＝平日
に来庁できない方は、この機
会に、夜間・閉庁日も住民票、
印鑑登録証明書、課税・納税
証明書が自動発行機で取得
できるようになる「市民カー
ド」の申請をお勧めします。
手続きの詳細については市
民課へ問い合わせてくださ
い
脅各種証明書の発行＝住民票、
印鑑登録証明書、戸籍の附
票、戸籍謄抄本など
脅住居表示の申請受け付け

市民課
（市役所
１階）

脅日本年金機構、
東京都後期高
齢者医療広域
連合および他
市町村への照
会を必要とす
るもの

脅国民健康保険の資格取得・喪
失に関する届け
脅高額療養費の支給申請など
各種申請書の受け付け
脅後期高齢者医療制度の手続
きに関する届け
脅国民年金第１号被保険者の
資格取得などの届け

保　険
年金課
（市役所
１階）

国民健康保険への加入・喪失・変更に必要な書類
加入・喪失・変更の際に必要な書類など手続きが必要なとき
他の市区町村の転出証明書、認め印市に転入してきたとき

国
保
に
入
る
場
合

職場の健康保険をやめた証明書（資格喪失
証明書など）、認め印、被保険者証（世帯
主に変更があるとき）

会社の健康保険をやめたとき

被扶養者からはずれた証明書、認め印、被
保険者証（世帯主に変更があるとき）

会社の健康保険の被扶養者からはずれ
たとき

被保険者証、母子健康手帳、認め印子どもが生まれたとき
生活保護廃止決定通知、認め印生活保護を廃止することになったとき
被保険者証、認め印市から転出するとき国

保
を
や
め
る
場
合

国保と会社の両方の被保険者証、認め印
会社の健康保険に入ったとき▼被扶養
者になったとき

被保険者証、喪主であることが確認できる
もの（会葬御礼のはがき等）、喪主の口座
番号が分かるもの、認め印

死亡したとき

被保険者証、生活保護開始決定通知、認め印生活保護を受けることになったとき
被保険者証、年金証書、認め印退職者医療制度の対象になったとき

そ
の
他
の
変
更

被保険者証、認め印

退職者医療制度の対象でなくなったと
き▼市内で住所が変わったとき▼世帯
主や氏名が変わったとき▼世帯が分か
れたり、一緒になったとき

被保険者証、新住所の住民票、在学証明書、
認め印

修学のため別に住所を定めるとき

窓口で再交付の申請が必要、認め印被保険者証を無くしたとき
※世帯主の自筆署名の場合、認め印は省略できます。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

土
地
・
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧
が
始
ま
り
ま
す

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

課
税
明
細
書
・
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

市
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

年
度
の
納
期
限
が
過
ぎ
ま
し
た

２４

東
久
留
米
市
施
策
成
果

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
す

施
策
の
成
果
を
よ
り
向
上
さ
せ
る
た
め

国
民
健
康
保
険
の

加
入
・
喪
失
の
手
続
き
を

会
社
を
退
職
、
会
社
に
就
職
し
た
ら

４
月
１
日
か
ら

下
水
道
使
用
料
が
変
わ
り
ま
す

４
月
７
日
に
市
役
所
本
庁
舎
で

日
曜
臨
時
窓
口
を
開
設
し
ま
す

　
　

年
度
納
税
通
知
書
の
発
送
は

２５
５
月
上
旬
で
す
。
ま
た
、　

年
度

２４

か
ら
課
税
明
細
書
と
納
税
通
知
書

を
一
冊
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
な

お
、
共
有
物
件
の
納
税
通
知
書
は
、

代
表
者
以
外
の
共
有
者
に
も
発
送

し
ま
す
。
支
払
い
に
使
用
す
る
納

付
書
は
、
従
来
通
り
共
有
の
代
表

者
に
発
送
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
課
税
課
土
地
資
産
税

係
緯
４
７
０
・
７
７
２
６
、
家
屋

資
産
税
係
緯
４
７
０
・
７
７
２
７

へ
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

　
　

年
度
の
国
民
年
金
保
険

２５
料
額
は
月
額
１
万
５
０
４
０

円
で
す
。保
険
料
は
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付

書
で
、
金
融
機
関
・
郵
便
局
・

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま

た
、納
め
忘
れ
が
な
く
納
付
の

手
間
が
か
か
ら
な
い
口
座
振

替
、ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ

る
納
付
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
を
利
用
し
て
の
電
子
納

付
も
あ
り
ま
す
。

　

納
め
た
保
険
料
は
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と

な
り
、税
金
の
負
担
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
未
納

の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、将
来

の
基
礎
年
金
や
障
害
基
礎
年

金
・
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
の
受

給
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

保
険
料
は
、
納
付
期
限
（
翌

月
末
日
）ま
で
に
納
付
し
ま
し

ょ
う
。

　

詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事

務
所
☎
０
４
２
２
・　

・
１
４

５６

１
１
ま
た
は
市
保
険
年
金
課

☎
４
７
０
・
７
７
３
２
へ
。


